
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．研究の背景と目的 

屋上緑化や壁面緑化は，都市における自然の回復や美しい景観

形成，ヒートアイランド現象の緩和などを目的とし，国内外で積

極的に取り組まれている 1)-5)。東京都における屋上・壁面緑化は，

高密化する都心部で今後更に増加していくことが期待されており，

「東京における自然の保護と回復に関する条例」による屋上緑化

などの建築物上への緑化義務制度 6)や，各区が行う屋上・壁面緑

化助成制度などにより推進されている。その結果，国交省の平成

27年全国屋上・壁面緑化施工実績調査では，屋上・壁面緑化の施

工面積は東京都が最も多く，全国の約4割である 1)。 

その一方で，東京特別区における屋上緑化の実態に関する既往

研究では，様々な問題等が指摘されている。例えば金ら 7)は，緑

化義務制度により創出され 10 年が経過した屋上緑化施設の調査

を行い，老朽や破損により使用不可となっている施設や，景観を

向上させる手法としての利用が可能でも利用されていない事例が

あるなど，緑地の積極的な活用方法の提案が必要であることを述

べている。中林ら 8)は，学校・病院の屋上緑化に着目し，竣工後

の維持管理実態を調査している。緑化義務制度により緑地を整備

した学校では，使われ方が十分に議論されないまま計画され，結

果的に緑地が荒れる事例もある一方，緑化義務制度によらずに自

ら計画・整備した学校では持続性が高く，積極的に利用されてい

ることが述べられている。しかし，このような観点から緑化助成

制度に関して検討した事例は少なく，公開されている情報も限ら

れている 9)。 

そこで本研究では，東京特別区を対象に，緑化義務制度によら

ない屋上・壁面緑化助成制度によって創出された緑地とその制度

の実態に着目し，担当者へのアンケート・ヒアリング調査から，

区ごとの助成内容・実績の差を明らかにし，その要因などを考察

する。また，考察結果をもとに，現行助成制度の課題を抽出し，

申請数の増加及び緑地面積の拡大の観点から，各区の特色にあっ

た助成内容・方策について検討・提案することを目的とする。 

表－1 各区の緑化助成対象箇所（2016年度） 
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表－2 屋上・壁面緑化助成に関する各区への調査項目 

項目 屋上・壁面緑化助成制度に関する質問内容 回答方法
回答
区数

データ
保持
区数

助成の目
的/金額/
条件など

助成金額・条件の設定方法 自由記述 15 12
現行助成設定額の妥当性に関する担当者の考え 自由記述 15 - 

過去の助成制度
年度・名称・内
容を記述

12 10

運営

助成制度の目標設定 自由記述 17 12
他の緑化制度との関連性(緑化計画書制度など) 自由記述 15 - 
緑化以外の助成制度との関連性 自由記述 14 - 
緑化助成担当者数 人数を記述 15 15

過去5年の
助成対象
物件

建物用途 複数から選択 15 17
住所 自由記述 10 17
緑化箇所（屋上・壁面・地上） 複数から選択 17 17
緑化形態（芝・低木・中高木・その他） 複数から選択 13 15
敷地面積 数値を記述 5 0
緑化面積 数値を記述 17 17

過去5年の
助成実績

年度ごとの助成件数・面積・金額 数値を記述 17 17
助成地の緑被率の変化 数値を記述 14 0
区全体の緑被率の変化 数値を記述 14 17

助成地での効果検証の有無とその方法
有無の選択、自
由記述

15 0

緑化による温熱環境効果の確認の有無
有無の選択、自
由記述

15 0

申請者の意見（満足度や感想） 自由記述 10 0

維持・管
理段階

助成地のチェックの有無とその方法
有無の選択、自
由記述

15 7

維持・管理段階の現地調査や助成の有無
有無の選択、自
由記述

15 15

維持・管理費についての見積もり 自由記述 7 0

広報・PR
活動

広報活動の方法・頻度・変遷
複数から選択、
年度/内容を記述

17 16

区の広報活動（イベントなど） 自由記述 17 10
現行の広報活動の妥当性に関する担当者の考え 自由記述 15 - 
申請者が助成を知るきっかけとなった広報活動 自由記述 11 0
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among the incentive programs of the city center, the sub-center, and other areas revealed that the program of the city center has 

promoted huge areas of greenery. 3) The ratio of budget execution of wards that have more detail condition setting for the budget 
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２．東京23区の屋上・壁面緑化助成制度の有無と調査方法 

 2016年度の各区のホームページから，屋上・壁面緑化助成制度

の有無を調べた。中央区や台東区では，屋上・壁面緑化と地上部

の緑化を分けずに「緑化助成制度(中央区)」「台東区民間施設緑化

推進助成金(台東区)」として運用していたことから，他の区につ

いても全ての緑化助成制度を調べ 12)-34)，表－1に整理した。 2011

～2015 年度の屋上・壁面を含む緑化助成の実績について，2016

年8月〜12月に，表－2に示す6項目の調査をした。方法は，各

区のホームページの閲覧，緑化助成担当部署への電話・訪問での

個別ヒアリング，メール・FAXによるアンケート用紙への記入で

ある。アンケート用紙は20区に送り17区から回答を得た。訪問

での個別ヒアリングは12区で行った。 

 緑化助成後の緑化対象地の実態調査は，助成後 1～5 年後の

Google Earthの航空写真とGoogle Mapのストリートビューの

画像により，目視で判断をした。 

 

３．屋上・壁面緑化助成制度の助成実績 

（１）屋上・壁面緑化助成実績の経年変化 

図－1に，回答が得られた全17区の2011～2015年度の屋上・

壁面緑化助成件数・面積・金額の年推移を示す。今後，全 17 区

を，都心区(A〜C)と副都心区(D〜H)，その他の区(J〜Q)32）に分

けて考察する。 

図－1(1)の件数の推移を見ると，多くの区で年々減少する傾向

が見られ，2014年，2015年は 14区で 5件以下である。屋上・

壁面緑化に使用される制度や対象物件の抽出方法は異なるが，全

国を対象とした国土交通省平成 27 年の全国屋上・壁面緑化施工

実績調査 1)で報告されている屋上・壁面緑化の施工件数も，同様

にH23年から 27年にかけて減少傾向にある。次に，図－1(2)の

1 件あたりの面積を見ると，年による変化はあまり見られない。

都心区とL区では，いずれの年度でも他の区に比べて面積が広い。

副都心・その他の区では，2012年度は全体的に20m2前後の緑地

面積が多かったが，その後は 30m2程度以下の面積でばらついて

いる。図－1(3)の1件あたりの金額も，都心区とL区はいずれの

年度でも他の区に比べて高く，A区とC区は上昇傾向にあり，近

年はより質の高い緑地が形成されている可能性がある。副都心・

その他の区では，年変化の顕著な傾向は見られない。 

（２）屋上・壁面緑化助成予算と執行率の経年変化 

 次に，屋上・壁面緑化助成予算額の年変化を図－2 に示す。3

区では5年間の予算額が変化せず，10区で年々金額が縮小傾向に

ある。図－3 に示す屋上・壁面緑化助成予算の執行率の年変化を

見ると，多くの区で 40%以下の年が多い。特に，E・P・Q・K

区では年々減少傾向にあることも分かる。B区のヒアリングの結

果からは，年度予算の決定には前年度の予算使用実績を参考にし

ているとの回答があったことから，執行率の低さが年度予算の低

下に影響している区もあると言える。B・D・I・L 区は執行率が

50%以上となる年が数年あるが，図－2の予算額は減少している。 

（３）屋上・壁面緑化助成制度の比較 

 表－3 に 2016 年度の各区の要綱とヒアリング・アンケート調

査から得た情報を元に，屋上・壁面緑化助成制度を比較した。な

お，屋上化助成の開始年については，既往研究 37)も参考にした。

都心区の屋上緑化助成では他の区に比べ上限額が高く設定されて

おり，より質の高い緑地や，面積が広い緑地の創出が可能と言え

る。その中でも B 区では，家庭菜園も相談可としていることや，

住宅系建物に対する設定額が 17 区中最も高いこと，屋上と壁面

緑化を合わせた申請が可能であること，自然保護条例による屋上

緑化義務の対象となる緑地にも助成金が使用できることなど，

様々なタイプの屋上緑化を対象にしていることが分かる。一方，

副都心区では，上限額が30～40万円と区による差は小さい。ま 
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（１）屋上・壁面緑化助成件数の年変化(N=17) 
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（２）１件あたりの屋上・壁面緑化面積の年変化(N=17)  
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（３）１件あたりの屋上・壁面緑化助成金額の年変化(N=17) 

図－1 屋上・壁面緑化助成件数/面積/金額の年変化 
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図－2 屋上・壁面緑化助成予算額の年変化（N=14） 
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図－3 屋上・壁面緑化助成予算執行率の年変化（N=14） 
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た，他の区分に比べて上限額が低い。D，F，G 区の設定額は土

厚により助成金額を決めており，屋上緑化のタイプによって助成

金額が変わる制度となっている。また，その他の区では，設定額

の bは他の区分と同様に 1/2の金額が助成されるが，aの単位面

積あたりの助成金額は，I・L区を除き2万円以下である。I・L・

O区では土厚や緑化タイプ，建物用途によって金額が変わるため，

助成する緑化内容の詳細を確認していると考えられる。上限額を

みると，半数以上の区で壁面緑化と合わせた合計額が設定されて

おり，いずれの区も屋上緑化と壁面緑化の割合は問われていない。 

 壁面緑化は，屋上緑化に比べ，区分別に設定額の傾向は見られ

ない。上限額は，K区が最も高く80万円，D区が最も低い10万

円である。I区では，壁面緑化タイプ別に助成額を設定しており，

屋上緑化と同様に，助成する壁面緑化の内容を詳細に判断してい

ると言える。ヒアリング調査より，緑化基盤の技術向上に伴い対

象とする壁面緑化のタイプを広げることを検討している区や，灌

水設備を義務付ける区もあった。J・K区では総額が各々5,000円

以下，10,000円以下の場合は全額助成されるため，登はん器具を

用いない場合や，安価な金網などで植物を誘引する場合などは，

申請者の負担が小さいと言える。 

 全ての区分を通じて，緑化義務制度の対象建物に対し，屋上緑

化義務面積を超過する屋上緑化面積に対しても助成金が使用でき

る場合があるが，助成金と義務の担当部署の同/異や，屋上緑化助

成開始年とも特に関連はない。図－2 より年度の予算執行率が

40%以上の年が数年ある B・D・G・I・L・O 区では，建物用途

や土厚によって助成額の条件を詳細に設定している。 

 

４．屋上・壁面緑化の助成先の比較 

（１）建物用途の比較 

図－4に 2011～2015 年度で屋上・壁面緑化助成の対象となっ

た建物用途別の助成件数の合計を示す。都心区では，戸建住宅へ

の助成はなく，オフィスと集合住宅が占める。副都心区では，戸

建住宅が61.1～75.0％，オフィスが14.8～27.8％である。その他

の区では，戸建・集合住宅が90％以上を占める。 

（２）1件あたりの緑化面積・件数・金額の傾向 

図－5に，助成件数と１m2あたりの助成金額および1件あたり

の緑化面積について，2011〜2015年の年度平均値を示す。 

都心区のA・C区は1件あたりの金額が1.8〜2.1万円/m2と高

い。B区は，A・C区に比べて1件あたりの面積が広い。これは，

B区では緑化義務制度の対象建物における屋上緑地へも助成金の

使用が可能であることから，義務対象建物からの申請を認めてい

ないC区に比べて，助成対象となる建物や屋上緑地の規模が大き

くなる傾向があるためと考えられる。A・C区は 1件あたりの緑

化面積は50m2程度となるが，B区に比べ，予算をかけた緑化が，

緑化義務制度により創出される屋上緑地とは別に，新たに創出さ

れていると言える。副都心区では，20m2程度，1.2 万円/m2前後

の助成を受ける緑化が多い。年間3件以上のD・E・G・H区は，

建物用途が似た傾向にあるが，E区の金額が高く, H区は低い。H

区は，区の設定額の上限が 1 万円/m2で最も低いことが影響して

いる可能性がある。その他の区では，緑化面積は 15〜35m2と区

によってばらつきがあるが，助成件数が多い I・L・O区をみると，

金額は 1.3〜1.5 万円/m2と同程度である。I・O区は L 区に比べ

て緑化件数は多く，面積は小さい。助成件数が 2〜4 件の区をみ

ると，P区では面積は広いが金額は0.6万円/m2 と最も低く，K・

N区では1.8万円/m2であり，これは，表－3の各区の助成設定額

が影響していると思われる。なお，L・O 区は他の区に比べて申

請数や予算執行率が比較的高く，都心B区と同様に緑化義務制度

による屋上緑化義務分への使用が影響している可能性も示唆され

たが，個別ヒアリング調査を行った結果，義務対象物件からの申 

表－3 各区の屋上・壁面緑化助成制度の比較（2016年度） 
屋上緑化 壁面緑化 屋上緑化

義務分へ
の使用

屋上緑化義
務と助成の
担当部署

屋上緑化
助成開始

年度
設定額 上限額

[万円]

設定額 上限額
[万円]a[万円/㎡] b[万円] a[万円/㎡] b[万円]

都
心

A 3 1/2 200 0.5

屋上緑化
と同様

50 △ 同 (2003)

B 3(50%程度家庭菜

園も可)

2/3(住宅系)

1/2(非住宅系)
200* 0.5 200* ○ 同 1994

C 2.5 1/2 500 1.5 45 × 異 (2002)

副
都
心

D 1.5-3(土厚による) 1/2 30** 0.5 10 × 同 2008

E 2(10%程度畑も可) 1/2 30* 0.5 15 × 異 2003

F 1.5-3(土厚による) 1/2 30 1 30 × 同 (2003)

G 1-3(土厚による） 1/2 30* 1.5 30* △ 同 2002

H 1 1/2 40 1 40 × 同 2003

そ
の
他

I
2-3(土厚による,池も可)、

1,000-10,000円/本(既存樹木の

移植) (樹高,幹周りによる)

30(敷地面

積500㎡以上
では20)

(登はん型)0.2
(下垂型)0.4
(パネル型)2

30 ○ 同 2002

J 2 1/2 100 0.5 1/1 20 × 同 (1993)

K 2 1/2 80 1 1/1 80 △ 異 (2005)

L 2(法人)/2.5(個人) 1/2
150*(法人)

100*(個人)

0.8(法人)

1.25(個人)

屋上緑化
と同様

150*(法)
100*(個)

○ 同 2003

M 2 1/2 40* 1 40* × 同 2006

N 2 1/2 50* 2 50* △ 異 2009

O 1.5-2(土厚による) 1/2 50* 1 50* △ 同 2003
P 1.5 1/2 30* 0.5 30* △ 同 2008
Q 2 1/2 60* 0.75 60* × 同 2005

設定額はa、bのいずれか低い方,*：壁面緑化助成と合わせた合計額,**：他の緑化助成と合わせた合計額,△：緑
化義務制度の対象建物に対し、屋上緑化義務面積を超過する屋上緑化面積に対して使用可の場合がある。 ( )内
の年度は，既往文献37)の年度を用いている。  
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図－4 屋上・壁面緑化助成先の建物用途（2011〜2015年度合計） 
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図－5 各区の助成先の面積・金額・件数の比較 

（2011〜2015年度平均） 
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図－6 助成を受けた屋上緑化の形態（2011〜2015年度合計） 
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請はほぼないとのことであった。 

（３）助成を受けた屋上緑化の形態の比較 

 次に，助成を受けた屋上緑化の質に関わる情報として，緑化形

態(地被・低木・中高木・果樹/菜園・複合・その他)の情報が得ら

れた A・E・F・G・I 区について図－6 に割合を示した。これよ

り，複合が含まれる割合が多いA，E，I区では，図－5の単位面

積あたりの金額が高い傾向にあることが分かる。I区では，表－3

より様々な緑化形態を想定した助成が行われており，実際に助成

された緑地の形態も 6区の中では最も種類が多い。図－3の予算

執行率を見ると50%を超える年もあることから，様々な緑化形態

に対応することは，助成制度の利用を促進する可能性がある。 

 また図－5の結果から助成先 1件あたりの金額を計算すると，

E・I区ではそれぞれ28万円，24万円となり，各区の設定上限額

の80%以上に達している。いずれの区も図－3の予算執行率を見

ると余裕があるため，これらの区では1件あたりの助成上限額を

上げることで，質の高い屋上緑地の件数もしくは面積を増やすこ

とに繋がることが示唆される。 

 

５．屋上・壁面緑化助成後の実態 

（１）助成後の緑地の維持管理に関する申請者と自治体の役割 

植物は生長や枯凋など状態が変化するため，助成後の実態を把

握することも重要である。そこでまず，17区の2016年度の緑化

助成制度の要綱，ホームページ，緑化助成に関するパンフレット・

PDF，緑化助成申請書の情報から，助成後の緑地の維持管理につ

いて，申請者の責務と，自治体による状況の調査に関する記載を

調べた(表－4)。その結果，申請者の維持管理責務の記載があった

区は14区であり，その中でも 10区で3〜5年等の具体的な年数

が記載されていた。一方，自治体による調査の記載は3区であり，

緑地の維持管理段階における自治体の関わりは少なく，申請者の

自己管理に任されている区が多いということがわかる。 

（２）E・F区における助成後の屋上緑化の維持管理実態 

次に，緑化助成後の管理状態について，屋上緑化助成対象地の

住所が入手できた E・F 区の実態を GoogleEarth の航空写真と

GoogleMap のストリートビューの画像より調査した。今回対象

とした地域での GoogleEarth，GoogleMap の画像は，E 区では

2014年6月〜2016年8月，F区では2014年4月〜2015年 11

月のものを使用した。 

表－4においてE区・F区の(A)申請者に対する助成後の緑地の

維持管理責務については，E 区では「2)具体的な年数の指定はな

いが維持管理責務に関する文章がある」，F区は「1)具体的な年数

が指定されている(5 年)」であった。(B)自治体による助成後の緑

地の維持管理状況調査については，F 区では「3)全くない」であ

り，E 区では「2)具体的な指定はないが職員が調査を行う文章が

ある」であったが，個別ヒアリングより，実際には行っていない

とのことであった。 

表－5に調査項目とその結果を示す。助成後1～5年の助成地の

使われ方や，建物の周辺の緑地などを調べた。緑地の使われ方は

植栽の鑑賞や，家庭菜園，遊び場など様々であるが，今回は，

GoogleEarthとGoogleMapの画像から判断可能なものとして，

ベンチやテーブル類に着目し， それらが屋上に設置されている場

合には，緑地を積極的に使用していると仮定した。また，維持管

理状態については，GoogleEarth，GoogleMapから植物の生育状

態を判断するには限界があるため，対象建物の屋上面に植物と思

われる緑色状のものがある場合を屋上緑化が維持管理されている

ものとした。場所によっては，解像度が高い画像が得られる時期

が秋〜冬の場合があったが，1)冬季の画像でも繁茂した緑色が確

認できたもの，2)冬枯れをした茶色でも別の季節の画像で緑色が

確認できたもの，3)Google Mapのストリートビューの画像で屋 

表－4 助成後の緑地の維持管理に関する申請者と自治体の役割 
A）申請者に対する助成後の緑地の維持管理責務に関する記載（N=17）

1）具体的な年数が指定されている（３〜５年） 10区
2）具体的な年数の指定はないが維持管理責務に関する文章がある 4区
3）全くない、その他 3区

B）自治体による助成後の緑地の維持管理状況調査に関する記載（N=17）

1）申請者からの毎年の写真報告を５年間確認する 1区
2）具体的な指定はないが職員が調査を行う文章がある 2区
3）全くない 13区

 
 

表－5 E・F区の屋上緑化助成先の調査項目と結果 
E区(n=25) F区(n=8)

助成箇所の緑が維持されているか 87.0%(不明2除) 100%

屋上にベンチ類などが見られたか 47.8%(不明2除) 0.0%(不明2除)

助成箇所以外の緑(花壇等を含む)が確認されたか 70.6%(不明8除) 50.0%(不明2除)

周辺100ｍ以内にまとまった緑地があるか 56.0% 100.0%
 

上からはみ出る樹木などの緑色が確認できた場合には，緑化が維

持されているとした。いずれの画像にも植物とみられる緑色状の

ものが対象屋上面にない場合は，維持管理状態が悪いと判断した。 

その結果，E・F区では約 9 割以上の助成地で緑化が維持され

ていた。E・F 区では，助成後の自治体による維持管理状況の調

査は実質されていないことから，それらが申請者の屋上緑化の維

持管理に対する意識に与える影響は小さいと言える。またE区で

は，屋上の緑化箇所へのベンチ類の配置が5割，助成箇所以外の

玄関や庭などへの緑化が見られる事例が7割程度など，緑化に積

極的に取り組んでいる傾向にあった。担当者への個別ヒアリング

でも，屋上緑化に対する意識が高い申請者が助成を受けている旨

の発言があった。一方で，図－3 の E 区の予算執行率を見ると

2012 年度以降は 50%未満で減少傾向にある。このことは，自治

体と申請者の意識にギャップがあり，実際の助成先でみられたよ

うな屋上緑化によって生活環境が向上するメリットを，自治体か

らも積極的に情報発信することで，申請者を増やせる可能性があ

ると言える。そのためには，屋上緑地の具体的な使い方を促す情

報も合わせて，助成対象者へ知らせることが重要と考えられる。 

 

６．緑化助成における各区のPR活動について 

（１）緑化助成の目的・背景の抽出 

 これまで分析した全 17 区について，各区の緑化助成の背景や

目的で記載されている，緑化の機能・効果に関するキーワードを，

2016 年度の区のホームページや緑化助成のパンフレットから抽

出し，表－638)にまとめた。都市における緑化の機能・効果に関す

るキーワードは，引用文献 39)，40)をもとに整理した。その結果，

区の立地に関わらず，半数以上の区でヒートアイランド対策効果

などの「都市気象の改善効果」や，「都市景観の形成効果」などの，

広域的な緑化によって住民が間接的に得られる効果を目的として

あげていた。一方で，小規模な緑地でも申請者が直接得られる効

果である，園芸療法や，樹冠や壁面緑化による局所的な日射遮蔽

による微気象の緩和等の「身近な環境の改善効果」について言及

している区は半数で，都心区に多い。これらの効果は，緑地の形

態や規模，場所によって発揮される効果も異なる。 

 これまでの調査結果の比較にあったように，区によって申請し

やすい緑地の大きさや予算が異なることから，それぞれが目指す

緑地と，それに伴って期待できる効果も具体的に示すことが必要

と考えられる。特に住宅の小規模な緑地を対象とする区では，個

人の利益に直接的に関わる効果を知らせることが助成申請数の増

加に繋がると考えられるが，現状では例えば「省エネ・断熱」を

あげている区は4区と少ない。また，ヒアリング調査では，バー

ベキューや子供の遊び場などの家族団らん，憩いの場として提案

した方が助成申請に繋がりやすいと感じるという声も聞かれた。 

（２）緑化助成のPR方法の比較 

 表－7 に，アンケートとヒアリング調査から得た各区の緑化助
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成に関する全てのPR活動をまとめた。全ての区で，区報誌とホ

ームページを媒体としてPRをしていた。また，多くの区でイベ

ントを開催し緑化助成のPR活動を行う事例が見られた。活動内

容は助成に関するパンフレット配布・設置が多い。緑化に関する

説明会・講習会，苗木などの配布や販売などを行う区は8区あっ

た。PR と助成実績の関係を見ると，都心区の A・C 区ではイベ

ント数の多さが助成実績に関係している可能性がある。K区もイ

ベント数は多いが，区の担当者への個別ヒアリングより，その効

果は生垣助成の申請数の増加へつながっているとの回答があった。

しかし全体的には，緑化実績とPRの種類やイベント数などの関

係性は見られなかった。 

 アンケート調査にて申請者の属性を聞いたところ，建築業者が

申請をしている事例が8区であった。A・B・D・E・G・N区へ

の個別ヒアリングでは，建物を新築する際に，施主が建築業者か

ら緑化助成制度の情報を知り，緑化を決めて助成を申請すること

が多いとの回答があった。したがって，現在行われている区民向

けのPR活動だけでなく，緑化関係業界に向けたPR活動を行う

ことも，今後申請件数を増やすことにつながると言える。実際に，

各区のアンケート調査でも，区民へのPRとは別に，緑化関係業

者へのPRを検討したいと答えた区は 14区中 8区と半数以上で

あり，担当者も意識していることがうかがえる。 

 

７．現行の屋上・壁面緑化助成に対する提案 

 表－7 より，多くの区で積極的な PR 活動を行なっているにも

関わらず，図－3 で示したように，緑化助成予算額の執行率が低

く，近年は予算も縮小傾向にある区も多い。そこで，緑化助成の

運用や実績の比較を通じて，(1)申請件数を増やすための提案と(2) 

助成により屋上緑化面積を拡大するための提案を行う。 

（１）屋上・壁面緑化助成の申請件数を増やすための提案 

 表－7 の PR 方法の比較より A・C・K 区のイベントの多さと

助成制度の認知度に関係がある可能性があることや，B区への個

別ヒアリング調査から，緑化義務対象の建物の申請に来る人に対

して，助成制度を積極的に案内していること等，周知活動は重要

である。特に，緑化義務対象の建物でも条件によって申請が可能

な区は17区中9区あり，効果は高いと考えられる。 

 次に，申請件数が多い I・O 区の傾向より，いずれも表－3 の

助成制度をみると土厚によって助成金額を変えており，担当者が

申請される緑地の詳細を確認していることが予想される。1 件あ

たりの緑化面積が 18m2程度と規模が小さいため，図－4 の I 区

の建物用途の内訳を見てわかるように，住宅用途からの申請が多

く，図－6 の緑化の形態も菜園・果樹を含むなど多彩である。I

区では，表－6 でまとめた中に，区が求める緑化のイメージとし

て，「触れられるみどり」という記載があり，個人が直接的に受け

る恩恵も緑化推進の背景として述べられている。さらに，個別の

ヒアリング調査より，I 区では緑が多い区としてのブランド化に

向けた様々な活動が行われ，区民の意識も高いと言う。このよう

な，1 件あたりの緑化面積が小さく，住宅用途からの申請が多い

区では，申請者や区民が緑化によるメリットを理解していること

が，申請数の増加につながっていると言える。したがって，緑地

の多様な使い方やデザイン，住宅に対する具体的な効果など，緑

地を活用したライフスタイルの提案も区民へ向けて発信すること

が，緑化意識の向上とともに緑化助成申請数の増加に役立つと考

えられる。 

（２）屋上・壁面緑化助成による緑化面積を拡大するための提案 

 17区中6区では，緑化義務制度の対象建物にも，屋上緑化義務

面積を超える屋上緑化面積に対して助成金が使用できる。個別の

ヒアリング調査から，そのような事例を聞くことはなかったが，

今後義務と助成を併用できることが積極的に周知されれば，建物 

表－6 各区の緑化助成の背景と緑地の機能・効果 

 
 

表－7 各区の緑化助成のPR方法の比較 

区報誌
[回/年]

HP
CATV
[回/年]

イベント
[回/年]

具体的な活動内容

都
心

A 1 ○ 0 10
マンションにパンフレット配布,
町会長会議・婦人会・商工会・マンション自治会/管理会,
警察・消防所などと合同の説明会

B 1 ○ 0 2
緑化計画と合わせて助成制度をお知らせ,
花と苗木の即売会(春・秋)

C 1 ○ 0 7

副
都
心

D 1 ○ 0 不明
緑化・環境に関する区のイベント(パネルなど設置や緑化
相談など)

E 2 ○ 0 1
区報誌はエコガイド,庁舎屋上にモデルガーデン,造園業
者の紹介,エコフェスタ(パンフレット配布)

F 不明 ○ 0 不明

G 1 ○ 0 1
広報誌 緑の特集(5月),区民農園
エコフェスティバル(予算あれば模型など展示)

H ○ ○ 0 不明
区主催のイベントにてパンフレットを配布
区民向けの屋上・壁面緑化モデルの見学会実施を検討中

そ
の
他

I 1-2 ○ 0 0
緑化計画の際に建築主にパンフ郵送
今後イベントでの周知を検討

J 1 ○ 0 2
区報誌 環境月間(6月)
区民植木市(4月)でゴーヤの種の配布、環境展(11月)

K 1 ○ 0 30
緑化のキャラクターがいる,協定地区などに苗木,協定団
体へPR依頼,住宅系PR誌に掲載
お祭り,緑化啓発イベント,苗木配布,募金活動,工作教室

L 1 ○ 0 1 緑のイベント

M 1 ○ 3 不明
他部署での事業でもチラシ配布など,CATV(6～8月)
小学生対象のスタンプラリー,園芸教室､住宅デー

N 1 ○ 0 4 緑のカーテン講習会,建築系・農業系のイベント

O 1 ○ 0 3
ガーデニングフェア,区民祭りでのブース出展,
花いっぱいコンサート,緑のカーテン講習会,落ち葉拾い

P 1 ○ 0 不明 HPに工事前工事後の写真掲載,助成地へプレート設置義務

Q 不明 ○ 0 不明
屋上緑化見本園にて業者の紹介
環境緑化フェア(6月)で苗木の配布

 
 

1棟あたりの屋上緑化面積の拡大が見込める。 

都心区では，他の区分に比べて助成 1 件あたりの面積が大きい

傾向であったように，集合住宅やオフィスなどの大規模な建築物

からの申請を想定した金額設定は重要である。図－4 より戸建住

宅とオフィスに助成し，1 件ごとの情報がわかる副都心区の E・

G区で，建物用途別の助成金額，面積を比較すると，戸建住宅は

13〜18m2/件程度，1.3〜1.6 万円/m2 であるが，オフィスでは，

33〜41m2/件程度，0.7〜2万円/m2程度となり，1件あたりの金額

は29〜43万円/件で，E区は設定額の上限を超えている。したが

って，戸建住宅に比べて屋上面積が確保しやすいオフィスなどか

らの申請がある区では，建物用途別に想定する屋上緑化の面積を

明確にした上で，設定額を増額することも，屋上緑化面積の拡大

へつながる。実際に，E・G区と同じ副都心区のD区へのヒアリ

ング調査からは，限られた予算の中で，大規模な緑化へ助成をす

ることと，小規模で多数の緑地へ助成することのバランスが難し

いとの意見も聞かれた。今後，より大規模な緑地への助成を促進

させるためには，B・L区のように，助成条件を住宅系/非住宅系

や個人/法人に分けるなど，申請建物の条件によって助成金額の設

定を工夫することも考えられる。 

 

８．まとめ 

本研究では東京特別区の 17 区に対し，各区の担当者へのアン

ケート・ヒアリング調査から，屋上・壁面緑化助成制度の助成実

態と助成された緑地の傾向を調べた。得られた知見を以下に示す。 

1)東京特別区 17 区における屋上・壁面緑化助成件数は，2011〜

2015年度にかけて減少傾向にあり，予算額については，14区中

10 区で縮小傾向にあった。2)17 区を都心区，副都心区，その他

の区に分けて屋上・壁面緑化助成制度を比較すると，助成設定額

や助成先の建物用途などの傾向が異なったが，全ての区分におい

都心 副都心 その他 総
数B A C E H G D F I M L Q P J O N K

都市の
環境改善効果

都市気象の改善効果 12
都市景観の形成効果 8

生態系の保護 4
都市大気の浄化効果 3

身近な環境の
改善効果

生活環境向上 7
防災 7

経済的な効果 省エネ、断熱 4
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て建物用途や土厚によって助成額の条件を詳細に設定している区

ほど予算執行率が高い傾向にあった。3)データが得られた 5区に

おいて，助成を受けた屋上緑化の形態を比較した結果，助成金額

が高い区ほど，複合緑化の割合が多かった。4)データが得られた

E・F区の助成後の屋上緑地の管理状況をGoogleの画像から調査

した結果，9 割以上で緑化が確認され，助成後の自治体による維

持管理状況の調査がない場合でも，緑化が維持されていることが

わかった。5)現行の屋上・壁面緑化助成制度の運営に対し，申請

件数の増加，緑化面積の拡大の視点から，周知活動で発信する情

報を検討すること，申請建物によって助成条件を工夫すること等

の改善点を提案した。 
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